
きっかけ

昭和51年９月台風
17号、昭和54年10
月台風20号により
鳥取市大路川流域
に浸水被害

今
後
の
展
望

○ 多くの浸水被害を受けて、
昭和57年に河川改修計画を策
定したほか、治水対策を効果
的かつ円滑に推進することを
目的として、「大路川治水懇談
会」を設立し、地域住民の方々
と意見交換しながら整備を実
施。

Ｓｔｅｐ１

地域間での話し合い

○流域治水の取組の１つとして「田んぼダ
ム」の理解と推進に努める。

○県では令和７年度までに県全域の取組
面積500haの達成を目指して取組を推進
している。

将来に向けて

○流域内の地域における流域治水対策の
理解促進を目的に研修を実施。令和４～
５年で計8回、参加者およそ400名。

○ 「田んぼダム」を通じて地域の農業やそ
の他の治水に繋がる取組、防災・減災の
理解が深まり、地域住民の繋がりを強化。

Ｓｔｅｐ４

地域間での連携強化

○ 令和３年度に大路川流域
の河川対策・流域対策・ソフト
対策を総動員し洪水被害を最
小限に抑えていくため、「大路
川流域治水協議会」を設立。

Ｓｔｅｐ２

流域治水の取組開始

○流域治水の取組の一環として、
「田んぼダム」実施が決定し、多面
的機能支払交付金（共同活動）によ
り、「田んぼダム」実施のために必
要な畦畔の補修・補強、落水桝の
更新、堰板の作成・設置などを実施。

○貯留効果や堰板設置の見える化
や「田んぼダム」の効果検証等を行
うためのモデルほ場を設置、実証
研修を実施。「田んぼダム」の実施
が農地や水稲の生育収量へ及ぼ
す影響は確認されなかった。

Ｓｔｅｐ３

「田んぼダム」実施

○令和５年末時点で大路川流域で、
77.2haの「田んぼダム」を実施（令
和３年度末29.6ha、令和４年度末
39.3ha）。年々取組面積は増加。

Ｓｔｅｐ５

取組成果

※1出典「千代川水系（大路川ブロック）河川整備計画」【鳥取県】 大路川流域治水協議会

目指すビジョン 「田んぼダム」用堰板の設置 「田んぼダム」モデルほ場実証研修

○大路川流域では、水田地帯が形成されていたが、戦後の宅地化が進み土地の保水力が徐々に減少し、豪雨による浸水被害対策が課題と
なっていたため、流域では逐次、河川改修が行われてきたが、昭和51年９月台風17号、昭和54年10月台風20号において極めて甚大な水
害が発生。

○これらの水害に対し、河川改修計画を策定し、地域住民の方々と意見交換しながら河川の整備を実施。しかし、今後の気候変動による影
響を加味すると、河川整備だけで河川の氾濫を防ぐことは困難であることが考えられた。そこで、令和３年度に大路川流域の河川対
策・流域対策・ソフト対策を総動員し洪水被害を最小限に抑えるための方向性を議論する「大路川流域治水協議会」が設立。

○その取組の１つとして、大路川流域で浸水対策にかかる取組方針の話し合いを行い、水田の貯留機能を生かした「田んぼダム」を実施。

○「田んぼダム」の効果検証等を行うためのモデルほ場を設置し（令和４～５年度）、非農家を含む地域住民や関係機関を対象に実証研修
を実施し、流域治水対策の理解を促進。

○ 「田んぼダム」の効果検証等を行うた
めのモデルほ場を設置し（令和４～５年
度）、非農家を含む地域住民や関係機
関を対象に実証研修を実施し、流域治
水対策の理解を促進。
○ 令和５年末時点で大路川流域で、
77.2haのほ場で「田んぼダム」を実施
（令和３年度末29.6ha、令和４年度末
39.3ha）。年々取組面積は増加している。

○ 大路川流域では昭和51年９月台風17
号（床上浸水112戸・床下浸水253戸）、
昭和54年10月台風20号（床上浸水329
戸・床下浸水218戸）において極めて甚大
な水害が発生。

○ 近年でも平成25年、平成30年に内水
被害が発生。

○ 大路川流域治水協議会における取
組の１つとして、大路川流域で、治水対
策として「田んぼダム」を実施。

○「田んぼダム」用堰板の設置を多面的
機能支払交付金（共同活動）で実施。

「田んぼダム」取組前 取組内容
取組の効果

● 大路川流域による流域治水の取組（鳥取県鳥取市）

※1出典「千代川水系（大路川ブロック）河川整備計画」【鳥取県】

平成２５年９月洪水 平成３０年７月洪水 「田んぼダム」用堰板の設置 「田んぼダム」モデルほ場実証研修

事例８　鳥取県 鳥取市

88



今
後
の
展
望

きっかけ

平成２３年１２号台
風、平成３０年西
日本豪雨による浸

水被害

○ 雨に強いまちづくりの実現に向けて、
ソフト対策として「田んぼダム」の普及拡
大に努める。

〇 協力農家の中から「田んぼダム」に
精通した人材を育成し、普及啓発活動
の一環を担っていただく。

将来に向けて

○ 畦畔の維持管理や地域内での話し
合いを定期的に実施する。

〇 地域の防災意識の向上と更なる協
力農家の拡大。

Ｓｔｅｐ４

地域での連携強化

○ 「田んぼダム」が地域の治水に
寄与することを住民が理解するこ
とにより、農家と住民をつなぐ取
組となっている。

〇 令和５年度末時点で約37haの
ほ場で「田んぼダム」を実施してお
り、浸水被害軽減効果を期待。

Ｓｔｅｐ５

地域間の架け橋

平成３０年西日本豪雨時の状況 実証実験の機器設置 田んぼダム取組ほ場

○ 新潟大学と連携し実証実験を
実施。水田からのピーク時の排
水量を５～６割程度カットすること
により、浸水被害を抑制する効果
があることが分かった。

〇 倉敷市内で「田んぼダム」を実
施することを決定。

Ｓｔｅｐ１（R１）

「田んぼダム」実証実験

○ 「田んぼダム」に必要な畦畔、
落水口を整備。（市の単独事業
で実施）

〇 のぼり旗を田んぼに設置し、
普及啓発を行う。

Ｓｔｅｐ２（R２～）

基盤整備・普及啓発の実施

○ 畦畔の維持管理につ
いて、多面的機能支払
交付金の共同活動によ
り、農家が畔塗機を使
用して畦畔の補修等を
実施。

Ｓｔｅｐ３（R６～）

維持管理の共同作業

取組んでいる農家の声
（YouTube）

○ 地域住民の防災意識の高まりにより、
年々徐々に取組が拡大し、令和５年末
時点で約３７haのほ場で「田んぼダム」
を実施中。

○ 多面的機能支払交付金による畦畔
の維持管理や地域の話し合いを定期的
に実施することで、地域内の連携がより
一層深まっている。

○ 雨が降ると宅地や道路、農地からの
排水が農業用水路に一気に流入し、浸
水被害が随所で発生。

○ 平成２３年台風１２号、平成３０年西
日本豪雨では、住宅地においても浸水
被害が発生。

○ 令和２年度から治水対策として「田ん
ぼダム」実施。

○ 「田んぼダム」に必要な畦畔および落
水口を整備し「田んぼダム」用堰板を協
力農家に配布。（市の単独事業で実施）

○ 畦畔の維持管理は多面的機能支払
交付金を活用し、地域の農家が所持し
ている畔塗機で実施。

〇 のぼり旗の設置や地元住民を対象と
した説明会等により普及啓発を行う。

「田んぼダム」取組前 取組内容 取組の効果

● 「田んぼダム」実施を通じた地域連携（岡山県倉敷市）

平成３０年西日本豪雨時の状況 「田んぼダム」用堰板 のぼり旗
「田んぼダム」実施前 「田んぼダム」実施後

倉敷市の雨水は、市街地の一部地域では合流式下水道の整備により排水されているが、その他多くの地域では農業用水路
が雨水排水機能を担っている状況である。
倉敷市は低平地のため、河川水位等の背水影響を受けやすい地形であり、加えて近年では、都市化の進展により浸透域が減
少したため、農業用水路に頼った雨水排水に限界を来し、度々浸水被害が発生するようになった。特に平成２３年台風１２号によ
る降雨や、平成３０年西日本豪雨では、甚大かつ広域的な浸水被害が発生した。
こうした状況を踏まえ、浸水対策を計画的に進めることを目的として、令和２年６月、雨水管理総合計画が策定された。
計画の中で、ハード整備と併せて既存の用排水路や排水機場などを有効活用したソフト対策を推進することを掲げ、その一つ
として令和２年度から「田んぼダム」の導入を開始した。

事例９　岡山県 倉敷市
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きっかけ

近年、気候変動の影
響による時間雨量
50mm超の短時間強
雨の発生件数が増加
し、水害の更なる頻
発・激甚化が懸念

○ 県関係者及び市町担当者に
対し、説明を実施（基盤整備担
当者及び多面的機能支払制度
担当者）

○ 多面的機能支払制度に取り
組む活動組織代表者に対して
説明を実施

Ｓｔｅｐ１（R3～）

「田んぼダム」の説明

○ 気候変動により豪雨が増加している
中、浸水被害リスク軽減を図るため、さ
らに「田んぼダム」の普及拡大に努める。

○ 実施地域のみならず、下流域の治水
にも貢献することを、広く県民に周知す
るための広報活動の1つとして、「田ん
ぼダム」の効果検証を実施していく。

今後の展望

○ 申請に応じた「田んぼダム」
補助の実施

○ 農業者向けの広報誌へチラ
シを折り込み配布（写真2）

○ のぼり旗の設置（写真3）

○ 県HPによる情報発信

○ 実施マニュアルの作成

Ｓｔｅｐ３（R4～）

事業推進と広報

○ 「田んぼダム」に取り組む組
織に対してアンケート調査を実
施し、取組継続に対する農業者
の意見収集を実施

Ｓｔｅｐ５（R5～）

フォローアップ調査

写真1.せき板の検討（ポリエチレン製へ）

○ ほ場整備地区に対し、地域
で組織される協議会及び研修
会等にて「田んぼダム」の推進
啓発を実施

○ 「香川県田んぼダム推進モデ
ル事業」の創設

○ 専用せき板の検討（写真1）

Ｓｔｅｐ２（R4～）

事業推進の検討

○ 「香川県田んぼダム推進事
業」として補助内容を拡充

○ PR用看板の設置（写真4）

○ 機関誌への紹介記事の掲載

○ PR動画の作成及び県HPや
YouTubeでの公開（写真5）によ
る情報発信

Ｓｔｅｐ４（R5～）

取組面積拡大に向けた更なる
推進

写真2.「田んぼダム」推進チラシ

専用せき板

写真3.のぼり旗 写真4.PR用看板 写真5.YouTube

○ほ場整備実施済かつ多面的機能支払制度実施地域において、健全な畦畔を有し、一定のまとまりのある水田を重点地
区として設定し、国及び県が策定する流域治水プロジェクトに係る地域を中心に「田んぼダム」の啓発活動を実施。

○「田んぼダム」の取り組みへの動機付けや営農時の不安解消のため、補助制度「香川県田んぼダム推進事業」を創設。

○多面的機能支払制度の活動組織及び流
域治水プロジェクトに係る地域の水田では、
R５.５月末時点で471.7ha（６市４町）を管理
する農業者から賛同を得たことから、「専
用せき板」の配布を完了した。
○令和５年度から国の多面的機能支払制
度を活用する２市１町の３組織、令和６年
度から２市３町の６組織が加算措置を受け
ることとなった。

○過去に浸水被害が発生した地域や、下
流に排水機場などを整備している地域
など、流域治水の効果が大きく、対策
が急がれる地域と、ほ場整備実施地域
との位置関係の把握が可能な図面を作
成し、各市町に向けて全体説明会を開
催。

○多面的機能支払制度に関する市町担当
者向け説明会等において、流域治水の考
え方、「田んぼダム」加算の制度内容、「田
んぼダム」について、重点的に推進を図る
ことを説明。

○全ての活動組織代表者等に対しアンケー
ト調査を実施し、個別に興味があると回答
のあった52組織に対して、個別説明を実施。

○「田んぼダム」の取り組み拡大を図るため、
県単独事業を創設。専用せき板（流量調整
器具 写真1）の無償配布や排水堰管理費
用、畦畔整備（写真2）及び復旧費用を補
助。

○多面的機能支払制度に取り組んでいる活
動組織において、資源向上活動（共同）の
加算措置要件を達成するよう個別に推進
していく。

取組前 取組内容 取組の効果

● 県単独補助事業を活用した「田んぼダム」の推進事例 【香川県】

補助率補助内容種類

100%「田んぼダム」用専用せき板（流量調整器具）を無料配布1.せき板補助

1区画あたり500円「田んぼダム」に取り組むほ場の排水堰管理費用を補助（交付は１回限り）2.排水堰管理費補助

50%「田んぼダム」に取り組むために事前に行う畦畔・排水桝補修など簡易な農地基盤整備に要する
費用を補助

3.田んぼダム整備費補助

50%「田んぼダム」実施ほ場において、大雨等により畦畔崩壊等の被害があった場合、畦畔の原形復
旧に要する費用を補助

4.畦畔復旧費補助

写真2.畔塗状況写真1.専用せき板 写真3.専用せき板設置状況

専用せき板

事例10　香川県
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○ 多面的機能支払活動組織である井田上緑の会は、県からのモデル田の選定依頼を契
機に市の流域治水担当部署（水路課）の協力のもと、令和４年度から取組を実施して
いる。市より提供された排水流出量調整板を利用し、雨水を一時的に田んぼに貯める
ことで、排水路へ流れる水量のピークを抑えることができた。

○ 本地域（組織）の特徴として、地域の水資源を活かし、良質な米や麦、大豆等を生
産している。Ｈ19年度以降、農地・水・環境保全向上対策交付金を活用し、地域共同
により農地・農業用水等の資源の保全管理と農村環境保全向上に取り組んでいる。

○ 井田上緑の会が取り組んだことにより、他組織にも取組が伝播し、市内全体での取
組面積が年々増加している。

○ 田んぼに調整板を設置をし、雨水を
貯めることで、農作物に影響を及ぼす
と聞き、多少懸念をしていたが、ほとん
ど影響は無く、今回「田んぼダム」に取り
組み、水害の抑制につながっている。

○ この地域は、特に防災・減災に関しての対
策がなく、大雨時に排水路が一部氾濫しそう
になり、災害が起こりそうで心配だった。

〇 地域防災の取組として、主に水
稲作付けした田の落水桝に「調整
板」を設置。

Ｒ4 ： （田） 約21ha（1組織）
Ｒ5 ： （田） 約35ha（2組織）

〇排水流出量調整板の設置枚数
Ｒ4：60 枚 Ｒ5：134 枚

〇貯留効果
1haで100ｍ×100ｍ×0.1ｍ＝1,000ｔ
R4は約21,000ｔ、R5は約35,000ｔの貯
留効果があり、数値上は河川への
流量を一時的に遅らせることができ
たと認識している。

「田んぼダム」取組前 取組内容 取組の効果

● 多面的機能支払活動組織による「田んぼダム」の取組（福岡県筑後市）

【地区概要】※R５年度時点（２組織）

・認定農用地面積48ha （田43ha、畑5ha）

・資源量 水路15.6km、農道12.4km

・主な構成員
農業者、農事組合法人、行政区、
老人会、子供会 等

・交付金 約１８５万円

設置あり 設置なし

R5.7.3 大雨後の写真 調整板の設置状況

きっかけ

令和３年度の多面的機
能支払交付金の改正に
より、「田んぼダム」を推
進する活動組織に対す
る資源向上支払単価
への加算措置が
創設された。

今
後
の
展
望

○ 県から試験的取組の相談を受けて、市で
調整を行い、４筆約２haでモデル事業として
取組を行った。

○ 毎年実施している活動組織への説明会
で、「田んぼダム」を推進する活動への加算
措置を周知した。

○ ２地区でクリークの先行排水に関する地
元説明会の際に、「田んぼダム」を推進する
活動への加算措置を併せて周知した。

Ｓｔｅｐ１（R３～）

試験的取組の実施

○ 令和6年度も取組組織が増える
など、少しずつ取組が拡大しており、
今後も減災につながるよう、「田ん
ぼダム」等の取り組みを広げていく。

将来に向けて

○ 多面的機能支払交付金に
取り組んでいる活動組織に協
力依頼を行い、実施区域内で
１組織が「田んぼダム」の取
組を開始。

○ 昨年度のモデル地区も取
組を継続。

Ｓｔｅｐ２（R４～ ）

○ 福岡県内の２箇所で開催された
令和５年度多面的機能支払交付金
の実施に係る研修会において、筑
後市での取組を出席者約1,000名
に対して紹介した。

Ｓｔｅｐ４（R5～）

取組みの実施

事例発表

試験的取組実施 多面的機能支払交付金研修会

○ 新たに取組を開始する組織
が増えた。
○ ７月の大雨時に、取組を実施
している水田と隣接する未実施
の水田との水位の違いが分か
り、効果を確認できた。

Ｓｔｅｐ３（ R５ ）

取組組織の拡大

・「田んぼダム」は豪雨時の水田排水量を抑制できること等が実証
的に確認され、「田んぼダム」に対するイメージが鮮明になった

事例１１　福岡県 筑後市
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きっかけ

令和元年、令和
３年の大雨により
佐賀県内で浸水
被害発生

今
後
の
展
望

○ 令和元年、令和３年の大雨
により、県内各地で浸水被害が
発生したことから、県は佐賀県
内水対策プロジェクト（プロジェ
クトIF）を立ち上げた。

〇 県は、内水対策プロジェクト
（プロジェクトIF）として、「田んぼ
ダム」を推進。取組開始に向け
た実証試験を開始。

Ｓｔｅｐ１（R３）

県による「田んぼダム」実証開始

○ 県は田んぼダムが佐賀の風土として
根付くことを目指し、面積の拡大や取組
の定着に向けて、認知度の向上や効果
のPRを含む新たな推進方法を検討して
いく。

〇 市も「田んぼダム」の推進方法の方
向性を検討していく。

将来に向けて

○ 佐賀市の協力要請に応じ、佐賀市
内の活動組織が、県・市の独自補助
による「田んぼダム」を実施。

〇 令和４年度 「田んぼダム」
実施面積 １７６ha
組織数 ６組織
補助額 ５２７万円
（県：３５１万円 市：１７６万円）

Ｓｔｅｐ４（R４）

○ 佐賀市は中心市街地
の排水を担う佐賀江川
上流の兵庫・巨勢・金
立・久保泉地区を「田ん
ぼダム」推進地域に選定。

Ｓｔｅｐ３（R３）

推進地域の選定

○ 佐賀県は多面的機能支払交付金
の活動組織を対象に、独自の補助
制度を創設。

○ さらに佐賀市は、県補助に上乗せ
する市独自補助を創設。

○ 佐賀市は、活動組織に対し、県及
び市の独自補助による「田んぼダ
ム」実施を呼びかけた。

Ｓｔｅｐ２（R３）

「田んぼダム」の実施

○ 令和４年度に開始した「田んぼダ
ム」は、２年目、３年目になるにつれ、
実施面積が拡大

実施面積

令和４年度 １７６ha

令和５年度 ２７１ha

令和６年度 ３８９ha

Ｓｔｅｐ５（R５～Ｒ６）

独自補助の創設

「田んぼダム」の実施面積拡大

活動組織への「田んぼダム」の説明会浸水状況（令和３年８月）

・佐賀県は、「堰板の配布」、「導入協力金の交付（1/4以上の取
組）」、「災害復旧費の支援」を柱とする独自の支援制度を創設

○ 佐賀市は干満差が日本一大きい（最大６ｍ）有明海に面していますので、満潮時には水路や河川より海水位高くなるという特
徴があり、大雨時には平坦な土地では水路や河川の水位が上昇し、溢れだした雨水が土地・建物・道路を水浸しにする被害が発
生します。浸水被害は中心市街地で生じる傾向にあります。

○ 令和元年及び令和３年の記録的な大雨により、佐賀県内各地で大きな浸水被害が発生しました。

○ 佐賀市では、佐賀県及び多面的機能支払活動組織と連携し、令和４年度から「田んぼダム」を実施しています。中心市街地の
排水を担う佐賀江川上流に位置する地区の約１７６haで取組を開始し、さらに農家に丁寧に取組内容を説明することにより取組
面積が拡大し、令和６年度は初年度の２倍以上となる約３８９haで実施しています。

○ 「田んぼダム」の取組により、佐賀江
川への雨水流出を抑制することで、河
川水位の上昇を低減し、市街地からの
排水容量が確保でき、市街地の浸水被
害の軽減につながります。

○ 佐賀市は、干満差が日本一大きい有
明海に面し、満潮時に水が引かないと
いう特徴がある。

〇令和元年、令和３年の記録的な大雨に
より、佐賀市の中心市街地などで、大規
模な浸水被害が発生した。

○ 佐賀市は中心市街地の排水を担う佐
賀江川上流の兵庫・巨勢・金立・久保泉
地区を「田んぼダム」推進地域に選定。

○ 当該地域は昭和63年～平成15年に圃
場整備が実施され、多面的機能支払交
付金を活用し、農業・農村の環境を維持。

○ 佐賀市は「田んぼダム」の取組につい
て農家に説明し、取組への協力を要請。

○ 田んぼダム実施状況
令和４年度 １７６ha
令和５年度 ２７１ha
令和６年度 ３８９ha

「田んぼダム」取組前 取組内容 取組の効果

● 多面的機能支払活動組織との連携による「田んぼダム」の取組推進（佐賀県佐賀市）

JR佐賀駅付近の浸水状況 田んぼダム実施状況 雨時の状況

浸水区域
（佐賀市街地）

③排水容量確保

②河川水位上昇を低減

①流出抑制

実施地域

佐賀市の田んぼダム実施地域

事例1２　佐賀県 佐賀市
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きっかけ

令和2年7月豪雨
により球磨川流域
で大氾濫が発生

今
後
の
展
望

○ 県が「緑の流域治水の推進
と復旧・復興に向けた重点10項
目」に「田んぼダム」を位置付け

○ 「緑の流域治水の推進と復
旧・復興に向けた重点10項目」
における「田んぼダム」の目標
として、「令和5年度までに人
吉・球磨地域で540haの取組
み」を定めた

Ｓｔｅｐ１（R2～）

県の重点10項目に位置付け

○ 地域を主体とした持続可能な住民参
加型の取組となるよう、あらゆる関係者
の連携のもと、全県で普及・拡大に取り
組む

○ 補助事業等を活用して「田んぼダム」
の効果発現に必要な排水桝を設置する
ため、県営モデル事業を参考に団体営
事業での実施も推進する。

将来に向けて

○ 各地域で「田んぼダム」の取組をけ
ん引する人材「田んぼダムマイス
ター」を育成するため、多面的機能支
払推進協議会と連携し、県内各地域
で研修会を実施

○ 教育機関と連携したイベント（田ん
ぼの学校等）を開催するなど、あらゆ
る関係者と協働して推進

Ｓｔｅｐ４（R4～）

○ 人吉・球磨地域の7市町村に
モデル地区を設置し、「田んぼ
ダム」実証実験事業を実施

○ 「田んぼダム」の効果等を客
観的に検証するため、有識者で
構成される第３者委員会（田ん
ぼダム効果等検証委員会）を
設置

〇 京都大学へ委託して「田んぼ
ダム」の効果検証を実施

Ｓｔｅｐ２（R3～）

実証実験の実施

・県は球磨川流域の治水の方向性として、命と清流
を守る「緑の流域治水」を推進することを表明

○ 県単独事業により機能一体
型流量調整板、及び機能分離
型流量調整板を設置

○ 実証実験の結果、「田んぼダ
ム」の効果等が確認されたこと
から、普及・拡大につながった

○ 一方で、農業基盤の課題（排
水枡の経年劣化や畦畔の痩
せ）があることも判明

Ｓｔｅｐ３（R4～ ）

人材の育成、啓発活動

○ 令和5年度以降の県営新規地区
は、機能分離型排水桝を標準設置
とした

○ 農地耕作条件改善事業を活用し
て、県営でモデル的にハード整備と
ソフト事業を実施

○ 多面的機能支払交付金を活用し
た取組を推進

Ｓｔｅｐ５（R5～）

取組みの実施

県営モデル事業等の実施

被害状況 視察対応状況 田んぼダムマイスター研修会

・田んぼダム効果等検証委員会
で、委員の先生方から「田んぼ
ダム」の取組みを拡大するため
には、「人材育成が非常に大事」
などの意見をいただき、人材の
育成に着手

・「田んぼダム」は豪雨時の水田排水量を調節できること、営農へ悪影響は
及ぼさないことが実証的に確認され、「田んぼダム」を本格的に推進する基
本的な条件が整った

○ 熊本県の南部に位置する人吉・球磨地域は、球磨川流域に広がる中山間地域で、周りを山に囲まれた盆地である。近年では、
令和2年7月豪雨により、広範囲に降った大量の雨が球磨川に流れ込み、大氾濫が発生した。

○ 令和2年11月、県知事は球磨川流域の治水の方向性として、命と清流を守る「緑の流域治水」を推進することを表明した。「緑
の流域治水」では、流域全体の総合力で、安全・安心を実現していくこととしており、「緑の流域治水の推進と復旧・復興に向
けた重点10項目」を掲げ、集水域における取組みの１つとして、「田んぼダム」が位置付けられた。（R5末目標540ha）

○ これにより、人吉・球磨地域の７市町村において、令和3年度からモデル的に取組みを開始し、実証実験事業として、「田んぼ
ダム」の効果や農作物への影響等を調査した。また、「田んぼダム」の効果等を客観的に検証するため、有識者で構成される第
３者委員会を設置した。

○ 実証実験事業の結果、「田んぼダム」のピークカット効果や、農作物の生育及び収量に悪影響を及ぼさないことを確認した。
また、令和5年度までに取組み面積が617haとなり、目標面積540haを上回った。

○ 人吉・球磨地域では、令和5年度まで
に、617haまで「田んぼダム」に取り組む
ことができ、今後も推進を図る。

○ 「田んぼダム」は豪雨時の水田排水
量を調節できること、農作物へ悪影響は
及ぼさないことが実証的に確認され、
「田んぼダム」を本格的に推進する基本
的な条件が整った。

○ 令和2年7月豪雨により、広範囲に
降った大量の雨が球磨川に流れ込み、
大氾濫が発生。

○ 継続的な非常に激しい雨により、県
北地域でも川の増水、土砂崩れ等が発
生。

○ 熊本県は、「緑の流域治水」に「田ん
ぼダム」を位置付け、人吉・球磨地域で
取組みに着手。

○ 令和3年度～4年度までの2年間、球
磨川流域の７市町村にモデル地区を設
定し、田んぼダム実証実験事業を実施。

○ 県単独事業により機能一体型流量調
節器具、又は、機能分離型流量調節器
具及び排水桝を設置し、現地で観測し
たデータを田んぼダム効果等検証委員
会で検証。

〇 取組をけん引する
人材を育成するため、
多面的機能支払推進
協議会と連携し、「田
んぼダムマイスター
研修会」を開催。

「田んぼダム」取組前 取組内容 取組の効果

● “緑の流域治水”の推進と「田んぼダム」（熊本県人吉・球磨地域）

人吉市

球磨村

機能分離型排水桝の設置

「田んぼダム」の効果を確認

農作物への影響なし

事例1３　熊本県 球磨地域
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５．３ 「田んぼダム」の支援制度 

「田んぼダム」の効果を発揮するには、十分な高さ（30cm程度）のある堅固な畦畔や貯

留した雨水を迅速に排水できる排水枡などが整備され、適切に維持管理されることが重要

です。 

このような農地の整備や補強、流出量調整器具の購入等には農地整備事業や多面的機能

支払交付金を活用することができます。このような制度を活用することにより、農家の負

担を軽減することが重要です。 

(１) 支援制度を活用し、「田んぼダム」に必要な畦畔や排水枡を整備 

令和５年度に農家が継続に必要とする支援内容を明らかにするためにアンケート調

査を行いました。農家が継続に必要とする支援内容の回答数上位 5 位は順に，「自分が

畔塗作業をした場合に労賃をもらえる仕組み」と「共同で畔塗作業を行うための畔塗機

の購入補助制度」、「機能点検や日常点検を行った場合に労賃をもらえる仕組み」、「自分

の代わりに畔塗作業をしてくれる仕組み」、「自分が取り組んだ田んぼダムの効果を知る

機会」でした。 

取組継続の動機付けとして畔塗作業に関する回答数が多い結果となったため、多面的

機能支払交付金などの制度により畦畔作業への支援が受けられることや、支援が適用さ

れる条件の周知が有効と考えられます。 

  
図 ５-３ 農家が継続に必要とする支援 

 

畦畔、排水枡、排水路等の農地の整備には、これまでも農地整備事業等を活用するこ

とができましたが、さらに、令和４年度より農地の整備と併せて「田んぼダム」を始め

る地区において、「田んぼダム」を行うために必要な水災害リスクや「田んぼダム」の

効果に係る調査・検討、話合い等の調整に係る経費、「田んぼダム」の実施に必要な堰
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共同で畔塗作業を行うための畔塗機の購入補助制度 

排水桝の日常点検を農家グループで行う仕組み 

大雨前に排水桝の機能点検を農家グループで行う仕組み 

機能点検や日常点検を行った場合に労賃をもらえる仕組み 

田んぼダムに取り組む農家同士の交流会や意見交換の機会 

自分が取り組んだ田んぼダムの効果を知る機会 

取り組みをまとめるキーパーソン(中心人物)の存在 

その他 回答者数 

(N=594) 
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板等の流出量調整器具の購入などに係る経費、畦畔補強、排水枡の整備等を定額で支援

することができるようになりました（図 ５-４）。 

また、「田んぼダム」の実施のために必要な排水路、排水枡等の整備には、農家負担

を伴わない防災ガイドラインを適用できるようになりました。 

このような事業を活用することにより、農家の負担を軽減しつつ、「田んぼダム」の

ためだけではなく、営農を行う上でも必要な農地の整備を行い、地域の農業を継続して

いくことが重要です。また、国の事業を活用するだけではなく、地方においても農家が

取り組みやすくなるよう工夫することが重要です。 

なお、事業の活用に当たっては、地方農政局、都道府県、市町村等の農地整備の担当

にご相談ください。 
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https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/attach/pdf/index-147.pdf

 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/keiiku/noutiseibi/attach/pdf/index-152.pdf P2 

図 ５-４ 農地整備事業等による「田んぼダム」の支援 
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(２) 多面的機能支払交付金を活用し、畦畔などの機能を向上 

 「田んぼダム」を実施するためには、十分な高さのある堅固な畦畔や、排水枡、排水

路を整備するだけでなく、整備後も良好な状態に維持管理し、状況に応じて補強などを

行うことで、機能を保全することが重要です。 

 このような地域の取組には、多面的機能支払交付金を活用することができ、先行地区

でも、図 ５-５のような活動に活用されています。 

 

 

 

図 ５-５ 多面的機能支払交付金の活用（実証事業 先行地区アンケート調査結果）  
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「田んぼダム」の実施に必要な畦塗り等の畦畔の補強は、多面的機能支払交付金のう

ち資源向上支払交付金の対象となることに加え、資源向上支払の交付を受ける田の面積

の１／２以上で「田んぼダム」に取り組む場合 10a当たり 400円（北海道は 320円）の

加算措置があります（図 ５-６）。 

「田んぼダム」を継続するためには、整備した畦畔や排水枡等の機能を維持していく

ことが必要です。多面的機能支払交付金を活用することで、農家の負担を軽減し、農地

の機能を維持・向上させるとともに、地域の農業を継続していくことが重要です。 

交付金の活用に当たっては、地方農政局、都道府県、市町村等の農地整備の担当にご

相談ください。 

 

図 ５-６ 多面的機能支払交付金による「田んぼダム」の支援 

https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r7kettei_pr73.pdf P2 

(３) 市町村の支援制度 

「田んぼダム」の導入や畦畔の維持管理に関しては、市町村が独自の支援制度を設

けている場合があります。これらの制度を活用することで、「田んぼダム」の取組を効

果的に進めたり、農家の負担軽減につながる可能性があります。最新の情報について

は、各市町村のホームページや担当窓口でご確認ください。 
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